
クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等

配偶者（内縁関係も含む）
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現在収入が０で、 １年以上無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった ○ ○ (○1） (○1） 最終分○ (○6) ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等） ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、認定基準内の収入がある (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる (※3) ○ ○ (○3) ○ (○4)  ○ △ ○ ○

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある (※3)（※4） ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している (※3) ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　 (※3) ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3) ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある (※3)（※4) ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可 R7.1

■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
　
　　↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

                   提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の提
出を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての
書類を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認
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(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要
【内縁の配偶者の場合】「被保険者」及び「認定対象者」それぞれの「戸籍謄本」又は「戸籍抄本」が必要
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の
収
入
証
明

　
※
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入
あ
り
→

⑥
⑦
⑧
⑩
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等

　
　
収
入
な
し
→

⑤

○  ○ △ ○

１５歳まで ○  ○ △ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） 最終分○ (○6) ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ (○3) ○ (○4)  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出
* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可
R7.1

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

収

入

が

な

い

１６
歳
以
上

現在収入が０で、 １年以上無収入である

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3)

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1）

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1）

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2）

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　 (※3)

子（実子）               提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓㉕はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の提出
を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての書
類を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

出生児

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等）

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった

  ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります

         ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある (※3)（※4)

現在就労中で、認定基準内の収入がある（※3）

収

入

が

あ

る

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる （※3）

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある (※3)（※4）

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している (※3)

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である (※3)

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) (※3)

認定申請時から１年以内に、配偶者が産休、

育休を取得した（現在産休育休中も含む）、

又は、取得する予定がある場合は、収入証

明の余白に下記１.～３. を記入。

１．配偶者の産休、育休取得期間を記入
（産休・育休期間：〇年〇月〇日から
〇年〇月〇日まで取得（予定））

２．産休・育休に入る前年の配偶者の年収を
記入

※源泉徴収票を提出の場合等で、上記年収が確認できる

場合は記入不要

３．（配偶者の収入証明の金額が被保険者の収入よ
り多い場合）

配偶者が今後1年間に受ける見込みのあ
る収入額を記入

※原則は年間収入が多い方の被扶養者となる

最
新
の
状
況
で
、
直
近
３
ヶ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の

【
同
居
の
場
合

】
・・・
「
世
帯
全
員
」
が
記
載
さ
れ
た
も
の

【
別
居
の
場
合

】・・・
「
認
定
対
象
者
の
世
帯
全
員
」
が
記
載
さ
れ
た
も
の

※

被
保
険
者
以
外
に
優
先
扶
養
義
務
者
が
い
な
い
か
を
確
認
す
る
た
め

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要



クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等

実父・実母・実祖父・実祖母
* *               * *

①
被
扶
養
者
認
定
申
請
書

　
※
理
由
を
明
記

②
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
付
表
|
A

　
※
理
由
を
明
記

③
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
付
表
|
B

④
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

　

（
在
職
時
に
加
入
し
て
い
た
健
保
の
も
の

）

⑤
所
得
証
明
書

 

（
非
課
税
課
税
証
明
書

）

　
※
無
収
入
の
場
合

⑥
給
与
明
細
書

（
直
近
3
ヶ
月
分

）

　
※
氏
名

、
支
払
月

、
勤
め
先
の
記
載

　
　
が
あ
る
も
の

　
※
３
か
月
分
全
て
認
定
基
準
内
の
金
額

　
　
で
あ
る
こ
と

⑦
雇
用
条
件
証
明
書

　
　

<

健
保
指
定
様
式

>

⑧
源
泉
徴
収
票

(

直
近
交
付
分

)

⑨
非
課
税
交
通
費
支
給
額
証
明
書

　

<

健
保
指
定
様
式

>

　
※
年
間
収
入
が
1
2
0
万
以
上
の
場
合

⑩
確
定
申
告
書
　
第
一
表
+
第
二
表
+

　
収
支
内
訳
書

（
損
益
計
算
書

）
の
控

　
※
税
務
署
で
受
付
さ
れ
た
も
の
の
控

⑪
直
接
的
必
要
経
費
申
告
書

<

健
保
指
定
様
式

>

証
憑
書
類
写
し
添
付
要

⑫
年
金
受
給
証
明
書

(

直
近
交
付
分

)

⑬
離
職
票
|

（
１

)

（
写
し

）

⑭
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
　
両
面

　

（
写
し

）

⑮
誓
約
書

（
Ａ

）<

健
保
指
定
様
式

>

　

（
失
業
給
付
を
受
給
し
な
い
場
合

）

⑯
誓
約
書

（
Ｂ

）<

健
保
指
定
様
式

>

　

（
失
業
給
付
を
受
給
す
る
場
合

）

⑰
退
職
証
明
書

⑱
廃
業
証
明
書

⑲
在
学
証
明
書

　

（
学
生
証
写
等

）

⑳
経
緯
書

<

健
保
指
定
様
式

>

㉑
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

　
又
は
住
民
票

　
※
被
保
険
者
と
認
定
対
象
者
の
住

　
　
所

、
続
柄
が
記
載
さ
れ
た
も
の

　
　

（
「
省
略

」
は
不
可

）

　 ㉒
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

㉓
仕
送
り
額
証
明
書

（
直
近
1
ヶ
月
分

）

　
※
別
居
の
場
合
必
要

　

(

単
身
赴
任
世
帯
家
族
は
除
く

)

㉔
仕
送
り
誓
約
書

<

健
保
指
定
様
式

>

　
※
別
居
の
場
合
必
要

　

(

単
身
赴
任
世
帯
家
族
は
除
く

)

現在収入が０で、 １年以上無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった ○ ○ (○1） (○1）
最終分

○ (○6) ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等） ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、認定基準内の収入がある （※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる （※3） ○ ○ (○3) ○ (○4)  ○ △ ○ ○

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある (※3)（※4） ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している （※3） ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である （※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) （※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)（※3） ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の年金だけを受給している　（※3） ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある （※3）（※4） ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可 　　　　　R7.1

                提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

収

入

が

な

い

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の
提出を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全て
の書類を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

収

入

が

あ

る

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

 ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
 
     ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要

最
新
の
状
況
で
、
直
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ヶ
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※

被
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者
以
外
に
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義
務
者
が
い
な
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か
を
確
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す
る
た
め



クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等

配偶者の父・母・祖父・祖母　※同居していることが条件
* *                   *
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扶
養
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④
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⑦
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（
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⑳
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（
「
省
略

」
は
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可

）

　 ㉒
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

現在収入が０で、 １年以上無収入である ○ ○ ○   ○ △

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった ○ ○ (○1） (○1） 最終分○ (○6) ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等） ○ ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない ○ ○ ○   ○ △

現在就労中で、認定基準内の収入がある (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○   ○ △

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる(※3) ○ ○ (○3) ○ (○4)   ○ △

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある (※3)（※4） ○ ○ ○ (○5)   ○ △

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している (※3) ○ ○ ○   ○ △

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　(※3) ○ ○ ○ ○   ○ △

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3) ○ ○ ○   ○ △

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある(※3)(※4) ○ ○ ○ (○5)   ○ △

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可 R7.1

提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の
提出を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての
書類を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

収

入

が

な

い

収

入

が

あ

る

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

 ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
 
              ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

最
新
の
状
況
で
、
直
近
３
ヶ
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の

被
保
険
者
の
「
世
帯
全
員
」
が
記
載
さ
れ
た
も
の

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要



クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等
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○ ○   ○ △

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1）
最終分

○ (○6) ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○   ○ △ ○ ○

○ ○ (○3) ○ (○4)   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○5)   ○ △ ○ ○

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○   ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○5)   ○ △ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要
(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可
　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要
(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出
(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可 R7.1

                 提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等）

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない

１６
歳
以
上

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1）

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　 (※3)

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3)

現在就労中で、認定基準内の収入がある (※3)

弟・妹

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の提出を
求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての書類
を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である(※3)

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である)  (※3)

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある （※3）（※4）

１５歳まで

現在収入が０で、 １年以上無収入である

 ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
 

    　　    ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

収

入

が

あ

る

収

入

が

な

い

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある  (※3) (※4)

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる  (※3)

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している (※3)

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1）

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2）

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要
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さ
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クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等
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* *                 * *
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収
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⑥
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与
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も
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⑦
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⑨
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収
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⑩
確
定
申
告
書
　
第
一
表
+
第
二
表
+

　
収
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損
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付
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⑪
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憑
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付
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付
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⑭
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⑮
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⑯
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⑳
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現在収入が０で、 １年以上無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった ○ ○ (○1） (○1）
最終分

○ (○6) ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等） ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、認定基準内の収入がある (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる  (※3) ○ ○ (○3) ○ (○4)  ○ △ ○ ○

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある  (※3)（※4） ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している  (※3) ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である  (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) (※3) ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　 (※3) ○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3) ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある (※3）（※4） ○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出
（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

R7.1
(○6)「退職証明書」が提出できない場合、退職日が記載された「源泉徴収票」でも可

            提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の
提出を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全て
の書類を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

収

入

が

な

い

収

入

が

あ

る

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

 ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
 

     　  ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要
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クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等
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⑬
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⑭
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⑮
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○ ○  ○ △

１５歳まで ○ ○  ○ △

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1） ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○1） (○1）
最終分

○ (○6) ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○  ○ △ ○ ○

○ ○ (○3) ○ (○4)  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○  ○ △ ○ ○

○ ○ ○ (○5)  ○ △ ○ ○

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

* ㉓ 銀行・郵便局の振込控え、通帳の写し等、第三者が見て、いつ、誰が、誰にいくら振り込んだのかが分かるものを提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない
　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

R7.1

 ■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります
 

             ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1）

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在収入が０で、 １年以上無収入である

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある （※3）（※4）

現在、認定基準内の年金だけを受給している　（※3）

現在収入が０で、 １年以内に自営業廃業、雇用保険をかけていなかった

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1）

現在就労中で、認定基準内の収入がある （※3）

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2）

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　（※3）

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) （※3）

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している （※3）

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある （※3）（※4）

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等）

収

入

が

あ

る

収

入

が

な

い

                提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒㉓はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

出生児

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類（写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の提出
を求めます

■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての書類
を提出いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認

１６
歳
以
上

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる （※3）

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である（※3）

最
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で
、
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ヶ
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最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの
【同居の場合】 ㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要
【別居の場合】 「認定対象者分」が必要



クボタ健康保険組合　被扶養者認定申請手続時の必要書類等

その他（配偶者［内縁関係も含む］の連れ子等）※同居していることが条件
* *            *
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 １５歳まで ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以上無収入である ○ ○ ○   ○ △

雇用保険の受給が１年以内に終了し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、雇用保険を受給予定（待期期間・給付制限期間）である（※2） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給の手続きはしたが、受給しない ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険受給は延長し、今は受給しない（※1） ○ ○ (○1） (○1） ○ ○   ○ △

雇用保険を受給していたが、途中で延長し、それ以降、現在に至るまで無収入である ○ ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、 １年以内に退職、雇用保険をかけていなかった ○ ○ (○1） (○1）
最終分

○ (○6) ○   ○ △

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある （※3）（※4） ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、学生である（高校生・大学生・専門学校生等） ○ ○ ○ ○   ○ △

現在収入が０で、海外から帰国した為、所得を証明するものがない ○ ○ ○   ○ △

現在就労中で、認定基準内の収入がある (※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○   ○ △

現在就労中で、収入が減ってきた為、認定基準内になる  (※3） ○ ○ (○3) ○ (○4)   ○ △

現在自営業を営んでいて、認定基準内の収入がある  (※3）（※4） ○ ○ ○ (○5)   ○ △

現在、雇用保険だけを、認定基準内の額で受給している (※3） ○ ○ ○   ○ △

現在バイト等で、認定基準内の収入があるが、学生である (※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △

現在就労中で、年金も受給している(合計額が認定基準内である) (※3） ○ ○ ○ (○2) (○2) ○ ○   ○ △

現在雇用保険と、年金を受給している(合計額が認定基準内である)　 (※3） ○ ○ ○ ○   ○ △

現在、認定基準内の年金だけを受給している　 (※3） ○ ○ ○   ○ △

現在、認定基準内の不動産、投資、利子等の収入がある  (※3）（※4） ○ ○ ○ (○5)   ○ △

* ⑬離職票がない場合は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」でも可

* ⑭雇用保険受給終了の場合は、「支給終了」の印字があるものを提出

* ㉑日本国内に住所を有する外国籍の方はすべて、「国籍・地域」、「在留カード等の番号」、「第30条の45に規定する区分」、「在留資格」、「在留期間等」、「在留期間等の満了の日」の欄は、必ず記載された状態で提出

（※1）「離職票-1の写し」は、認定日から３０日以内に提出

（※2）「雇用保険受給資格者証（両面）の写し」は、認定日から６０日以内に提出

(※3)認定基準額=108,333円／月　　1,300,000円／年 　⑬雇用保険受給資格者証のコピーを提出の場合は、基本手当日額=3,611円以下

     (60歳以上、又は障害年金受給要件該当者=150,000円／月　　1,800,000円／年 　基本手当日額=5,000円以下)

(※4)自営業の収入＝売上金額-（売上原価＋直接的必要経費）　　確定申告における所得金額とは異なり、税法で認められる必要経費をそのまま差し引くことはできない

　　 事情（所得38万円未満等）で確定申告をしていない場合、「住民税申告書［控］」を提出（役所の受付印があるもの）

(○1) 申請時点において、一年以内に退職し、退職日を基準として前後６ヶ月以内に出産した、もしくは出産予定がある、という場合は、

       ③「被扶養者認定申請書付表－B」と、在職時に加入していた健康保険組合の④「健康保険資格喪失証明書」も必要

(○2) 収入を証明するものとして⑥「直近3ヶ月分の給与明細書」の提出ができない場合、⑦「雇用条件証明書」でも可　　また、前年と勤め先が同じで、雇用条件も変わらず、前年と本年の年間収入が概ね同等である場合は、⑧「源泉徴収票」でも可

　　　　なお、⑥に毎月の非課税交通費の記載があれば、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

(〇3)収入が減った場合「雇用条件証明書」が提出できない場合は、「減額後の給与明細3ヶ月分」を提出

(○4)「雇用条件証明書」を提出の場合や給与明細に毎月の非課税交通費の記載がある場合は、⑨「非課税交通費支給額証明書」は不要

R7.1

■被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合は、その者の収入証明を求めることがあります

              ↓↓↓提出書類名の番号上の＊については、一覧表の左下の説明を必ずご参照下さい

(○5)直接的必要経費として申告する経費がある場合、領収書等の証憑書類（写し）の添付が必要　　証憑書類(写し）の添付が無い場合は、直接的必要経費としての申告は不可

収

入

が

な

い

１６
歳
以
上

          提出書類名　【④⑤⑥⑧⑩⑫⑰⑱⑲㉑㉒はコピー可、⑬⑭は必ずコピー】

収

入

が

あ

る

　配偶者（内縁関係を含む）の連れ子の場合は、扶養ではない配偶者の収入証明を必ず提出

　→「子（実子）の必要書類一覧」の㉕参照

【重要】
■必ず認定日時点の状況を示す書類が必要です
提出書類のみで必要事項を確認できない場合、別途追加書類の提出を求めま
す
■下記条件全ての行をご確認下さい
複数該当する箇所がある場合は、その行に記載されている全ての書類を提出
いただく必要があります
　
　　　○＝必要 ←青枠の吹き出し内容を確認
　　　△＝状況に応じて必要←青枠の吹き出し内容を確認
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ヶ
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被
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の
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が
記
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さ
れ
た
も
の

最新の状況で、直近3ヶ月以内に発行されたもの

㉑で被保険者との続柄が明確に確認できなければ必要

【内縁の配偶者の連れ子の場合】

「被保険者」及び「内縁関係の配偶者」 それぞれの「戸籍謄本」 又は「戸籍抄本」が必要


